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○三鷹市立児童遊園条例 

昭和39年３月19日 

条例第20号 

〔注〕平成４年から改正経過を注記した。 

（目的及び設置） 

第１条 児童に健全な遊び場を与え、その情操と健康の維持向上を図るため、三鷹

市立児童遊園（以下「児童遊園」という。）を別表のとおり設置する。 

（行為の禁止） 

第２条 児童遊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。 

(2) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。 

(3) 自動車の乗入れ又は駐停車をすること。 

(4) 営業行為をし、又は許可なく集会をすること。 

(5) その他児童に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。 

（一部改正〔平成４年条例49号〕） 

（中原スポーツ児童遊園の使用） 

第３条 児童遊園のうち中原スポーツ児童遊園を、貸切り（団体が当該児童遊園を

使用することをいう。以下同じ。）で使用しようとする者は、あらかじめ、市長

の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承認を行うに当たり必要と認めるときは、その使用について必

要な条件を付することができる。 

３ 市長は、中原スポーツ児童遊園を貸切りで使用しようとする者が、次の各号の

いずれかに該当するときは、その使用を承認しない。 

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。 

(2) 管理上支障があるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、使用を不適当と認めるとき。 

４ 市長は、中原スポーツ児童遊園の使用の承認を受けた者が、次の各号のいずれ



2/16 

かに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若し

くは停止させることができる。 

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(3) 災害その他事故により中原スポーツ児童遊園の使用ができなくなったとき。 

(4) 工事その他の理由により市長が特に必要と認めるとき。 

（追加〔平成27年条例17号〕） 

（委任） 

第４条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

（一部改正〔平成27年条例17号〕） 

付 則 

１ この条例は、昭和39年４月１日から施行する。 

２ 従前の三鷹市立児童遊園は、この条例による三鷹市立児童遊園となり、同一性

をもって存続するものとする。 

付 則（昭和40年３月19日条例第５号） 

この条例は、昭和40年４月１日から施行する。ただし、北野児童遊園の項、牟礼

つくし児童遊園の項、牟礼都営児童遊園の項および新川南台児童遊園の項に関する

改正規定は、昭和40年２月１日から適用する。 

付 則（昭和41年３月19日条例第３号） 

この条例は、昭和41年４月１日から施行する。 

付 則（昭和41年12月22日条例第27号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月１日から適用する。 

付 則（昭和42年６月20日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年５月５日から適用する。 

付 則（昭和42年９月23日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年８月１日から適用する。 

付 則（昭和42年12月20日条例第28号） 
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この条例は、昭和43年１月16日から施行する。 

付 則（昭和43年９月25日条例第27号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年９月１日から適用する。ただし、牟

礼高山児童遊園の項および井口西児童遊園の項に関する改正規定は昭和43年10月１

日から、新川丸池児童遊園の項に関する改正規定は昭和43年11月１日から施行する。 

付 則（昭和44年３月20日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年２月１日から適用する。ただし、こ

の条例による改正後の三鷹市立児童遊園条例別表中下連雀親和児童遊園の項の規定

は、昭和44年４月１日から施行する。 

付 則（昭和44年11月24日条例第36号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和44年12月10日条例第41号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月１日から適用する。 

付 則（昭和45年12月22日条例第38号） 

この条例は、昭和46年３月１日から施行する。 

付 則（昭和46年９月27日条例第31号） 

この条例は、昭和46年12月１日から施行する。 

付 則（昭和47年３月28日条例第９号） 

この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 

付 則（昭和47年５月25日条例第24号） 

この条例は、昭和47年６月１日から施行する。 

付 則（昭和47年９月30日条例第33号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和47年12月22日条例第40号） 

この条例は、昭和48年１月１日から施行する。 

付 則（昭和48年６月21日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年４月１日から適用する。 
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付 則（昭和48年９月27日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和49年４月１日条例第14号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和49年12月17日条例第41号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和51年１月１日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和51年４月１日条例第８号） 

この条例は、昭和51年４月１日から施行する。 

付 則（昭和51年９月24日条例第26号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和51年12月24日条例第39号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和52年４月１日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和52年６月16日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和53年１月６日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和53年１月25日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和53年５月25日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和53年９月30日条例第30号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和54年４月１日条例第14号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和55年４月１日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中中原交通児童遊園の項を加

える改正規定は、昭和55年５月５日から施行する。 

付 則（昭和55年６月20日条例第34号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和55年９月27日条例第40号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和55年12月23日条例第52号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和56年３月24日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和56年９月25日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和57年12月13日条例第39号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和58年１月27日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和58年３月26日条例第12号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和58年９月21日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和58年12月20日条例第27号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和59年３月12日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和59年６月21日条例第16号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和59年９月27日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和59年12月20日条例第34号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和60年６月18日条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和60年９月20日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和60年12月13日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和61年３月14日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和61年６月19日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和61年11月12日条例第37号） 

この条例は、昭和61年12月１日から施行する。 

付 則（昭和62年６月27日条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和62年７月31日条例第18号） 

この条例は、昭和62年８月３日から施行する。 

付 則（昭和62年12月17日条例第26号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和63年３月15日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和63年６月21日条例第14号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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付 則（昭和63年９月19日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和63年12月14日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成元年６月13日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成元年12月14日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２年３月26日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２年６月19日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成３年３月14日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成４年６月20日条例第29号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年12月15日条例第49号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月12日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年９月21日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年６月17日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年６月23日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年12月24日条例第23号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月31日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年12月12日条例第32号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年３月16日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年９月16日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年12月17日条例第29号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成11年３月16日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成11年６月18日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年12月14日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年３月11日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年３月９日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年９月17日条例第26号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年12月14日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年９月15日条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行する。 



9/16 

附 則（平成19年６月25日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表にけやきの杜
もり

児童遊園の項を

加える改正規定は、規則で定める日から施行する。 

（附則ただし書に規定する改正規定は、平成19年規則第36号で平成19年10

月29日から施行） 

附 則（平成19年９月13日条例第22号） 

この条例は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則（平成20年12月12日条例第34号） 

この条例は、平成21年１月５日から施行する。 

附 則（平成22年３月10日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年12月27日条例第24号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成24年規則第１号で平成24年１月31日から施行） 

附 則（平成24年６月20日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年12月13日条例第30号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月12日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年９月12日条例第26号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年７月３日条例第17号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年12月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 
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（準備行為） 

２ この条例による改正後の三鷹市立児童遊園条例の規定による中原スポーツ児童

遊園の使用に係る手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うこ

とができる。 

附 則（平成27年12月24日条例第32号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成28年規則第６号で平成28年２月18日から施行） 

附 則（平成28年12月９日条例第33号） 

この条例は、平成29年１月10日から施行する。 

附 則（平成30年３月６日条例第２号） 

この条例は、平成30年５月１日から施行する。 

附 則（平成30年10月２日条例第22号） 

この条例は、平成30年11月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月５日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年12月22日条例第30号） 

この条例は、令和６年１月16日から施行する。 

別表（第１条関係） 

（一部改正〔平成４年条例29号・49号・５年３号・22号・６年17号・７年

19号・８年23号・９年22号・32号・10年７号・25号・29号・11年３号・11

号・13年23号・15年３号・16年２号・26号・17年31号・18年21号・19年19

号・22号・20年34号・22年５号・23年24号・24年20号・30号・25年５号・

26号・27年17号・32号・28年33号・30年２号〕） 

名称 所在地 

上連雀あんず児童遊園 三鷹市上連雀二丁目７番11号 

上連雀すずかけ児童遊園 三鷹市上連雀三丁目16番１号 

上連雀中央児童遊園 三鷹市上連雀四丁目13番18号 



11/16 

上連雀新道北児童遊園 三鷹市上連雀四丁目14番３号 

上連雀ひびき児童遊園 三鷹市上連雀六丁目10番６号 

上連雀ひよこ児童遊園 三鷹市上連雀六丁目17番12号 

上連雀こだま児童遊園 三鷹市上連雀六丁目23番１号 

上連雀七小南児童遊園 三鷹市上連雀七丁目６番16号 

上連雀通南児童遊園 三鷹市上連雀七丁目19番６号 

上連雀みどり児童遊園 三鷹市上連雀七丁目29番１号 

上連雀かりん児童遊園 三鷹市上連雀八丁目２番１号 

上連雀のぞみ児童遊園 三鷹市上連雀八丁目12番17号 

山中第２児童遊園 三鷹市上連雀八丁目26番１号 

山中第１児童遊園 三鷹市上連雀九丁目５番１号 

上連雀なかよし児童遊園 三鷹市上連雀九丁目16番11号 

上連雀くすのき児童遊園 三鷹市上連雀九丁目25番４号 

下連雀バンビ児童遊園 三鷹市下連雀一丁目２番11号 

下連雀さくら児童遊園 三鷹市下連雀一丁目２番38号 

下連雀きつねくぼ児童遊園 三鷹市下連雀一丁目９番18号 

下連雀ふじの木児童遊園 三鷹市下連雀一丁目10番22号 

下連雀いずみ児童遊園 三鷹市下連雀二丁目２番13号 

下連雀しんわ児童遊園 三鷹市下連雀二丁目26番11号 

下連雀こなら児童遊園 三鷹市下連雀三丁目４番８号 

本町通り児童遊園 三鷹市下連雀三丁目21番３号 

下連雀つぼみ児童遊園 三鷹市下連雀四丁目４番17号 

下連雀あじさい児童遊園 三鷹市下連雀四丁目９番３号 

下連雀こでまり児童遊園 三鷹市下連雀五丁目１番35号 

下連雀陽
ひ

だまり児童遊園 
三鷹市下連雀五丁目８番４号 

下連雀第２都営アパート児童遊園 三鷹市下連雀六丁目10番６号 
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ひまわり児童遊園 三鷹市下連雀六丁目13番13号 

下連雀つぐみ児童遊園 三鷹市下連雀六丁目16番13号 

下連雀いぶき児童遊園 三鷹市下連雀六丁目17番18号 

下連雀わかくさ児童遊園 三鷹市下連雀七丁目７番10号 

下連雀児童遊園 三鷹市下連雀七丁目９番９号 

下連雀そよかぜ児童遊園 三鷹市下連雀八丁目２番10号 

下連雀さんりつ児童遊園 三鷹市下連雀八丁目３番１号 

しいの木児童遊園 三鷹市下連雀八丁目５番12号 

下連雀けやき児童遊園 三鷹市下連雀八丁目６番９号 

下連雀たんぽぽ児童遊園 三鷹市下連雀八丁目８番４号 

やまぼうし児童遊園 三鷹市下連雀八丁目10番６号 

下連雀みなみ児童遊園 三鷹市下連雀八丁目10番10号 

下連雀ひかり児童遊園 三鷹市下連雀九丁目３番39号 

下連雀つつじ児童遊園 三鷹市下連雀九丁目７番21号 

下連雀橋上都営児童遊園 三鷹市下連雀九丁目８番１号 

井の頭上水こみち児童遊園 三鷹市井の頭一丁目７番36号 

井の頭東児童遊園 三鷹市井の頭一丁目９番２号 

井の頭まるた児童遊園 三鷹市井の頭二丁目12番５号 

三鷹台児童遊園 三鷹市井の頭二丁目21番17号 

井の頭上水北児童遊園 三鷹市井の頭三丁目16番35号 

井の頭つくし児童遊園 三鷹市井の頭四丁目４番６号 

表参道児童遊園 三鷹市井の頭四丁目20番９号 

井の頭手のひら児童遊園 三鷹市井の頭四丁目26番12号 

井の頭あおば児童遊園 三鷹市井の頭五丁目２番38号 

井の頭こもれび児童遊園 三鷹市井の頭五丁目17番40号 

井の頭野草児童遊園 三鷹市井の頭五丁目21番10号 
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井の頭新橋児童遊園 三鷹市井の頭五丁目22番11号 

牟礼かおり児童遊園 三鷹市牟礼一丁目10番15号 

赤とんぼ児童遊園 三鷹市牟礼二丁目14番10号 

牟礼下本宿児童遊園 三鷹市牟礼二丁目16番10号 

森の児童遊園 三鷹市牟礼四丁目22番４号 

牟礼めぶき児童遊園 三鷹市牟礼五丁目９番17号 

西牟礼児童遊園 三鷹市牟礼六丁目１番２号 

牟礼児童遊園 三鷹市牟礼六丁目６番１号 

牟礼さくら児童遊園 三鷹市牟礼六丁目23番６号 

牟礼けやき児童遊園 三鷹市牟礼六丁目23番10号 

牟礼ゆりのき児童遊園 三鷹市牟礼六丁目25番６号 

牟礼とりで児童遊園 三鷹市牟礼七丁目１番12号 

牟礼南児童遊園 三鷹市牟礼七丁目３番31号 

牟礼あおぞら児童遊園 三鷹市牟礼七丁目４番47号 

新川けやき児童遊園 三鷹市新川二丁目13番５号 

新川まてばしい児童遊園 三鷹市新川三丁目12番12号 

新川あおぞら児童遊園 三鷹市新川三丁目17番２号 

新川こばと児童遊園 三鷹市新川四丁目７番17号 

新川本村児童遊園 三鷹市新川五丁目７番４号 

新川長久保児童遊園 三鷹市新川六丁目23番６号 

中原かしの木児童遊園 三鷹市中原一丁目２番45号 

中原すくすく児童遊園 三鷹市中原一丁目26番13号 

中原こぶし児童遊園 三鷹市中原一丁目29番17号 

中原くすのき児童遊園 三鷹市中原二丁目25番８号 

中原さつき児童遊園 三鷹市中原三丁目１番26号 

中原高架下児童遊園 三鷹市中原三丁目３番１号 
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中原つつじヶ丘児童遊園 三鷹市中原四丁目26番37号 

中原スポーツ児童遊園 三鷹市中原四丁目34番１号 

中仙川いちょう児童遊園 三鷹市中原四丁目34番５号 

中原きのみ児童遊園 三鷹市中原四丁目36番26号 

北野小北児童遊園 三鷹市北野二丁目５番４号 

北野わかば児童遊園 三鷹市北野三丁目２番46号 

北野こまどり児童遊園 三鷹市北野四丁目７番20号 

北野児童遊園 三鷹市北野四丁目10番１号 

北野いこい児童遊園 三鷹市北野四丁目10番７号 

井口つばき児童遊園 三鷹市井口一丁目７番39号 

井口東児童遊園 三鷹市井口一丁目14番12号 

井口はるかぜ児童遊園 三鷹市井口一丁目18番17号 

井口あさかぜ児童遊園 三鷹市井口一丁目22番８号 

井口あかね児童遊園 三鷹市井口二丁目12番８号 

井口こうま児童遊園 三鷹市井口二丁目13番21号 

井口矢崎新田児童遊園 三鷹市井口二丁目15番９号 

井口さかえ児童遊園 三鷹市井口三丁目３番27号 

井口すぎな児童遊園 三鷹市井口三丁目８番４号 

井口北児童遊園 三鷹市井口三丁目13番２号 

井口新田児童遊園 三鷹市井口三丁目18番45号 

井口太陽の広場児童遊園 三鷹市井口四丁目12番１号 

井口第２都営児童遊園 三鷹市井口五丁目２番５号 

野崎吉野東児童遊園 三鷹市野崎一丁目11番13号 

野崎都営児童遊園 三鷹市野崎二丁目２番５号 

野崎二小北児童遊園 三鷹市野崎三丁目18番12号 

野崎こみち児童遊園 三鷹市野崎四丁目３番17号 
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深大寺つばめ児童遊園 三鷹市深大寺一丁目１番24号 

深大寺ひばり児童遊園 三鷹市深大寺一丁目10番９号 

深大寺の杜
もり

児童遊園 
三鷹市深大寺一丁目11番30号 

深大寺居村児童遊園 三鷹市深大寺一丁目13番１号 

深大寺北児童遊園 三鷹市深大寺一丁目16番14号 

東野第２児童遊園 三鷹市深大寺二丁目10番７号 

いずみ児童遊園 三鷹市深大寺二丁目31番25号 

都営深大寺児童遊園 三鷹市深大寺三丁目16番19号 

大沢中台児童遊園 三鷹市大沢一丁目９番１号 

大沢高台児童遊園 三鷹市大沢一丁目11番７号 

大沢のびのび児童遊園 三鷹市大沢二丁目８番５号 

大沢天神児童遊園 三鷹市大沢二丁目９番３号 

大沢あさぎり児童遊園 三鷹市大沢二丁目18番３号 

大沢しみず児童遊園 三鷹市大沢二丁目18番３号 

大沢崖
はけ

の道児童遊園 
三鷹市大沢二丁目20番26号 

大沢むつみ児童遊園 三鷹市大沢三丁目10番21号 

けやきの杜
もり

児童遊園 
三鷹市大沢三丁目11番50号 

大沢みはらし児童遊園 三鷹市大沢四丁目８番36号 

大沢れんげ児童遊園 三鷹市大沢四丁目13番11号 

大沢みずほ児童遊園 三鷹市大沢四丁目18番29号 

大沢四丁目児童遊園 三鷹市大沢四丁目20番25号 

大沢あさひ児童遊園 三鷹市大沢五丁目２番７号 

大沢八幡橋児童遊園 三鷹市大沢五丁目11番１号 

下原すみれ児童遊園 三鷹市大沢五丁目16番１号 
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大沢わかくさ児童遊園 三鷹市大沢五丁目19番１号 

大沢宿児童遊園 三鷹市大沢六丁目６番１号 

大沢せせらぎ児童遊園 三鷹市大沢六丁目10番４号 

大沢飛橋児童遊園 三鷹市大沢六丁目12番６号 

 


